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受注候補者選定における評価項目・配点一覧表及び評価要領 

 

 

Ⅰ 評価項目・配点一覧表 

 

 評価項目 配点 

① 事務所の能力 事務所の設計業務実績（様式４） ２０ 

② 設計チームの 

能力 

管理技術者（様式７） ２０ 

主任技術者（様式７） 計画・意匠 １０ 

構造 １０ 

電気 １０ 

機械 １０ 

業務実績（様式５・６） 管理技術者 ２０ 

主任技術者 

（計画・意匠担当） 

１０ 

③ 業務実施方針 

及び手法 

（様式２） 

本業務への取組体制、設計チームの特徴 ４０ 

設計上の配慮事項、業務実施上の配慮事項 ４０ 

④ 課題に対する提案（様式３） ２４０ 

⑤ 取組意欲 １２０ 

 合計 ５５０ 

※ ①・②は事務局の評価項目、③・④・⑤は受注候補者選定委員の評価項目とする。 

 

Ⅱ 評価要領 

 

１ 目的 

本要領は、巻斎場整備基本設計業務委託に係る簡易公募型プロポーザル実施要領に

定めるもののほか、２次審査における最優秀者、優秀者を選考する事務に必要な事項

について定めるものとする。なお、本選定においては技術提案説明会（ヒアリング）

を行わないため１次審査は省略する。 

 

２ 評価方法 

（１）巻斎場整備基本設計業務委託受注候補者選定委員会（以下「選定委員会」と 

いう）は、本要領に基づいて２次審査を行う。 

（２）２次審査では、事務局が①「事務所の能力」及び②「設計チームの能力」に 

ついて、各選定委員が③「業務実施方針及び手法」、④「課題に対する提案」 

資料３ 



2 
 

及び⑤「取組意欲」について本要領に記す配点に基づき評価を行う。事務局と 

選定委員の評価点を合算し、評価点合計が最高の者を「最優秀者」、次点を「優 

秀者」として特定する。 

（各評価項目と配点、評価者） 

評価項目 配点 １次審査 ２次審査 

①事務所の能力 ２０ 

省略 

事務局 

②設計チームの能力 ９０ 事務局 

③業務実施方針及び手法 ８０ 選定委員 

④課題に対する提案 ２４０ 選定委員 

⑤取組意欲 １２０ 選定委員 

 

（３）各提案者の評価点は以下の式による。 

（各提案者の評価点）＝（各選定委員の評価点の合計）/（選定委員の数）＋（事務局の評価点）  

 

３ ２次審査評価基準 

（１）事務所の能力（設計業務実績）【２０点】 

事務所として設計業務に携わった実績件数に応じて評価を行う。 

なお、ここでいう「設計業務実績」とは、建築物の用途の類型（国土交通省 

告示第９８号別添二）における、第二号第２類にあたる建築の設計とする。 

評価点は、１件あたり５点とし、当該用途に供する部分の床面積の合計が２ 

００㎡以上の建築の設計にかかるか否かに応じ評価点に以下の係数を乗じ、合 

計点の小数第１位を四捨五入した値とする。 

 

 係数 

当該用途に供する部分の床面積の合計が２００㎡以上 1.0 

当該用途に供する部分の床面積の合計が２００㎡未満 0.5 

 

（例）床面積が２００㎡以上の斎場の設計が２件、 

２００㎡未満の斎場の設計が 1件の場合 

 

評価点数 ＝（5×1.0）×2 ＋（5×0.5）×1 

 ＝    10.0   ＋    2.5  

＝      12.5 

→    13 点（四捨五入） 
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※1.1≧1.0 のため 1.0 

（２）設計チームの能力（各技術者の資格及び CPD に関するもの）【６０点】 

評価点数＝評価基礎点×資格係数×資格取得後経過係数×CPD 取得単位係数 

※評価点数は、小数第１位を四捨五入した値とする。 

※評価基礎点は、管理技術者は２０、各主任技術者は１０とする。 

※資格係数は以下のとおりとする。 

 建築（計画・意匠・構造） 設備（電気・機械） 

資格 一級建築士 二級建築士 建築設備士 その他資格 

係数 1.0 0.5 1.0 0.5 

※資格取得後経過係数＝0.5＋資格取得後経過年／20／2 

なお、係数が 1.0 以上の場合は 1.0 とする。 

※CPD 取得単位係数＝0.5＋過去 3年間の認定時間の合計／36／2 

なお、係数が 1.0 以上の場合は 1.0 とする。 

 

（例）管理技術者が 1級建築士（資格取得後経過年 24 年）であり、 

過去 3 年間の認定時間の合計が 18 時間の場合 

 

評価点数 ＝ 20 × 1.0 ×（0.5+24/20/2）×（0.5+18/36/2） 

＝ 20 × 1.0 ×    1.1    ×     0.75 

 

＝ 20 × 1.0 ×     1.0    ×     0.75 

＝ 15.0 

→ 15 点（四捨五入） 

 

（３）設計チームの能力（管理・主任技術者の設計業務実績）【３０点】 

管理技術者及び主任技術者（計画・意匠担当）として、その設計業務に携 

わった実績件数に応じて評価を行う。 

なお、ここでいう「設計業務実績」や評価点の計算方法は、３（１）事務所 

の能力と同様とし、管理技術者の評価点は 1件あたり５点、主任技術者（計画・ 

意匠担当）の評価点は１件あたり 2.5 点とする。 

 

（４）業務実施方針及び手法【８０点】 

本委託業務実施にあたり、業務への取組体制、設計チームの特徴を明示する 

とともに、特に重視する設計上の配慮事項、その他の業務実施上の配慮事項に 

ついて、その的確性、実現性及び業務の理解度を評価する。 

 

評価 良好 やや良好 普通 やや不十分 不十分 

取組体制評価点 ４０ ３０ ２０ １０ ０ 

設計配慮評価点 ４０ ３０ ２０ １０ ０ 
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（５）課題１（斎場として適切な施設計画について）に対する提案【１２０点】 

・内容 

 斎場を設計する際、利用者心理、動線、施設管理、周辺への配慮、将来 

の改修時の運用性等々、様々な面において検討する必要がある。そこで、 

斎場として適切な施設計画について、本事業基本構想を踏まえた提案を評 

価する。 

・主な評価の視点 

提案内容が、斎場として、かつ本事業基本構想を踏まえて的確であるか、 

また独創性があるか、実現性が高いかを評価する。 

評価 良好 やや良好 普通 やや不十分 不十分 

的確性 ４０ ３０ ２０ １０ ０ 

独創性 ４０ ３０ ２０ １０ ０ 

実現性 ４０ ３０ ２０ １０ ０ 

 

（６）課題２（施設特性を踏まえた木材の合理的活用方法について）に対する提案 

【１２０点】 

・内容 

 本市では脱炭素社会に向けた取組として、また新潟市公共建築物におけ 

る木材の利用の促進に関する方針に沿った取組として、木材の積極的活用 

を目指している。そこで、用途や耐久性、維持管理性等の施設特性を踏ま 

えた木材の合理的活用方法についての提案を評価する。 

・主な評価の視点 

施設特性を踏まえて、木材の活用方法の合理性が的確であるか、また独 

創性があるか、実現性が高いかを評価する。 

評価 良好 やや良好 普通 やや不十分 不十分 

的確性 ４０ ３０ ２０ １０ ０ 

独創性 ４０ ３０ ２０ １０ ０ 

実現性 ４０ ３０ ２０ １０ ０ 

 

（７）取組意欲【１２０点】 

提案書類の全体を通して、本設計業務への取組意欲について的確性、独創性、 

実現性を勘案して評価を行う。 

評価 高い やや高い 普通 やや低い 低い 

評価点数 １２０ ９０ ６０ ３０ ０ 

 

４ 最優秀者、優秀者の選定 

 

（１）２次審査の結果、選定委員と事務局の評価点数合計の最も高い者を最優秀者、 



5 
 

次点の者を優秀者とする。 

 

（２）評価点数合計１位の者が複数となった場合は委員の投票方式により順位付け 

を行う。 

評価点数合計２位の者が複数となった場合も同様とする。 


